
 

議長不信任決議 

 

議長の権限の中には、議場の秩序保持権があります。 

いわゆる議場を混乱させることなく議事を円滑に運営するよう配慮することが

職責であります。 

しかし、ここ数か月の本市議会の運営にあたっては、たとえば休憩時間等では

時間長化が形骸化し、傍聴席の空席が目立つようになってきています。 

また、ネット配信を見る若者達でもいつ開いても 「休憩中では」ますます、議

会ばなれが拡大しかねない。議会場内だけでなく多くの市民が議会に参加できる

ように運営することを意識しながら議会を進めるよう心掛けなければならない。 

将来の糸満市を担う子供たちを育成するため、子ども議会を開催し関心を喚起

した趣旨も薄れると思慮する。 

したがって、金城 寛議長には上記のような資質が欠如しています。 

よって、ここに金城寛議長の不信任を提出するものであります。 

 

令和５年９月 26 日 

                      糸 満 市 議 会 


